
 第１章 プランの基本的な考え方   第２章 プランの基本目標

推進目標

第３次おびひろ男女共同参画プラン中間見直し（原案）について

基本目標Ⅰ 互いを尊重する男女共同参画の実現に向けた意識の改革

(H30)

60.9%

(R5)

目標値現状値

 〇 策定の趣旨

 〇 帯広市の男女共同参画の現状と課題

基本目標Ⅱ 女性が抱える複合的な問題等への包括的な支援の提供

基本目標Ⅲ 男女がともに活躍できる環境づくり

65.5%

(R11)

増加

推進目標
現状値 目標値

(H30) (R5) (R11)

市内高等学校におけるデートＤＶ予防講座実施率 77.8% 33.3% 100.0%

固定的な性別役割分担意識が解消されていると思う人の割合

目標値

(H30) (R5) (R11)

女性のための相談窓口等を「知らない」人の割合 ― 30.1% 減少

22.2% 増加

審議会等への女性の参画率 32.5% 33.9% 40.0%以上

市の管理職に占める女性割合 14.1% 14.8%

市の育児休業を取得した男性職員の割合 7.0% 60.0%
※1

※1 特定事業主行動計画にて策定する数値目標を準用。「市の管理職に占める女性割合」はＲ７の目標値となる。

 〇 プランの位置付け

 〇 プランの期間

事業所の管理職に占める女性割合 17.5% 15.4% 増加

育児休業制度を導入している事業所の割合 52.3% 68.9% 73.9%

推進目標
現状値

事業所の育児休業を取得した男性従業員の割合 ―

本プランは、国の動きや社会情勢、本市の男女共同参画に関する現状や課題を踏まえ、一人ひとりの人

権を尊重し、多様性を認め合い、誰もが個性や能力を十分に発揮し活躍することができる男女共同参画社

会の実現を目指し、総合的に施策を推進するための計画として策定(令和2～11年度)しています。

プランの中間年を迎え、男女共同参画にかかる社会情勢の変化に柔軟に対応するため、所要の見直しを

行うものです。

(１)男女共同参画意識の改革

性別にとらわれず、誰もが、それぞれの個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の

実現に向けて、家庭、地域、学校、職場などあらゆる場において、男女共同参画に関する認識やその意義

に対する理解を促進していく必要があります。

(２)女性が抱える複合的な問題等への包括的な支援

様々な困難を抱える女性が安心して相談ができ、自立して暮らすことができる社会の実現に向け、相談

窓口の認知度向上や、関係機関・民間団体と連携した相談支援体制を充実する必要があります。

(３)ともに活躍できる社会の実現

女性の活躍が進むことは、女性だけでなく、男女がともに仕事と生活を両立できる暮らしやすい社会の

実現にもつながるものであり、そのためには、働き方、暮らし方、意識を変革し、仕事と家庭生活の調和

が図られた社会の実現に向け取り組む必要があります。

このプランは、本市の男女共同参画の推進に関する分野計画として、「第七期帯広市総合計画」に即し

て策定するものです。

また、下記の法律に定める「基本計画」及び「推進計画」としてこのプランを位置づけ、一体的な計画

としてより効果的な施策の推進を図るものです。

・男女共同参画社会基本法（基本法） 第14条第３項

・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法） 第６条第２項

・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（DV防止法） 第２条の３第３項

・困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（女性支援法） 第８条第３項

このプランの期間は、令和２年度から令和11年度までの10年間とし、男女共同参画にかかる社会情勢

の変化に柔軟に対応するため、必要に応じて見直しを行います。

男女共同参画社会の実現のためには、人々の意識の中で⾧い間に形づくられてきた固定的な性別役割分

担意識の解消や、多様な性の理解に向け、互いを尊重する意識の浸透が必要です。

市民の理解を促進していくため、家庭や地域、学校などあらゆる場において、男女平等観の形成や多様な

性の尊重などに関し意識の改革を図ります。

時代の変化とともに女性が抱える問題は、身体的・精神的DV、ストーカー被害、性暴力・性犯罪被害、

生活困窮や家庭関係破綻など、多様化・複合化・複雑化しています。

ひとりで抱え込まず、安心して相談できる・自立して生活できるための支援等が受けられるよう、関係機

関や民間団体等と連携・協働して、当事者中心の包括的でより適切な支援を進めます。

仕事と家庭生活の両立や、女性の政策・方針決定過程への参画、ライフステージに応じた働き方の選択

など、男女がともに活躍できる環境づくりが必要です。

女性の活躍が進むことは、女性だけではなく、男女が共に暮らしやすい社会の実現にもつながるもので

あり、女性の活躍を推進します。



 第３章 プランの基本方向・基本施策  第４章 プランの推進

 〇 推進体制

 〇 進捗管理

このプランに盛り込まれた施策を総合的かつ計画的に推進していくには、市民の理解により連携して事

業を展開することが必要なため、市民、団体、企業などと行政が連携して推進していきます。

男女共同参画に関する意識や実態を把握し比較・検証するために、市民や事業所を調査対象とした意識

調査を実施します。

また、プランに基づく施策の進行管理については、目標値を設定して進捗状況を把握し、施策に反映さ

せていきます。


